
小規模事業者を支援します！

ポイント：販路開拓に50万円の補助金！１

小規模事業者持続化補助金 補助上限額50万円 補助率2/3
看板作成、HP作成、チラシ作成等の販路開拓の取組みを支援します。
※アンケートでは96％の事業者が売上の増加を実感しています。

看板等の改善 新たな客層の獲得 売上の増加

かわいい外観へ 売上アップ

ポイント：無担保・無利子で融資！２

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）
貸付限度額2,000万円

ポイント：いざという時に備えて！
小規模企業共済
掛け金が全額所得控除になり、将来的には積立金は退職金となります。
（例）課税平均所得金額が400万円、月々3万円の掛け金を15年間納付し、

共済金を受け取った場合 合計約200万円もお得に
倒産防止共済
取引先が倒産して売掛金債権等の回収が困難な場合、掛金の10倍の範囲内で
最高8,000万円まで、無担保・無保証人で貸付が受けられます。
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お問い合せ先 お近くの商工会・商工会議所

お問い合わせ先 0120-154-505（日本政策金融公庫）

お問い合わせ先 050-5541-7171（共済相談室）

※平成30年度補正予算案・平成31年度当初予算案において措置予定のものも含む
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